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お

わ

り
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肥
前
国
佐
嘉
御
領
は
、
は
や
く
か
ら
多
く
の
名
か
ら
な
る
寄
進
地
系
荘
園
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
こ
に
存
在
す
る
小
地
頭
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。

本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
名
あ
る
い
は
小
地
頭
に
つ
い
て
、
別
名
制
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。

別
名
（
中
世
に
お
け
る
国
街
領
に
お
い
て
郡
・
郷
と
並
ん
で
存
在
す
る
保
・
名
・
別
符
な
ど
）
は
、
律
令
制
郡
郷
が
変
質
・
解
体
し
て
中
世

的
郡
郷
制
が
成
立
し
て
く
る
問
題
の
な
か
で
、
特
に
重
要
な
歴
史
的
意
義
を
持
つ
。
す
で
に
、
別
名
が
一
圏
内
に
お
い
て
国
府
の
周
辺
に
形
成

さ
れ
て
く
る
こ
と
や
、
国
街
勧
農
機
の
分
割
・
委
譲
を
意
味
し
、
在
地
領
主
制
の
出
発
を
国
街
領
に
求
め
た
指
摘
が
な
さ
れ
、
最
近
で
は
、
諸

国
の
大
田
文
を
も
と
に
郡
郷
制
の
改
編
と
別
名
制
の
創
設
に
つ
い
て
包
括
的
か
つ
密
度
の
濃
い
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
肥
前
国
に
お
け
る
在
地
領
主
あ
る
い
は
御
家
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
数
的
把
握
と
そ
の
歴
史
的
特
質
が
論
じ
ら
れ
た
。
九
州
に
お
け

肥
前
国
佐
嘉
一
御
領
と
別
名
（
森
本
）
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る
在
地
領
主
制
に
つ
い
て
も
、
個
別
研
究
の
上
に
立
っ
た
一
体
的
把
握
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
小
論
は
、
以
上
の
多
く
の
先
学
に
導
か
れ
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（注〉

ハ
1
）
永
原
慶
二
『
日
本
封
建
制
成
立
過
程
の
研
究
』
第
I
部
第
一
荘
園
制
の
歴
史
的
位
置
。

（2
〉
安
田
元
久
『
地
頭
及
び
地
頭
領
主
制
の
研
究
』
附
論
第
二
西
国
の
惣
地
頭
に
つ
い
て
。
工
藤
敬
一
『
九
州
圧
園
の
研
究
』
第
一
章
第
二
一
宮
社
領
免
田

の
支
配
構
造
｜
肥
前
国
河
上
社
領
に
つ
い
て

l
』

（3
）
工
藤
敬
一
『
九
州
庄
閣
の
研
究
』
第
二
章
第
一
一
鎮
西
島
津
庄
の
寄
郡
に
つ
い
て
。

（4
）
大
山
喬
平
「
国
街
領
に
お
け
る
領
主
制
の
形
成
」
（
『
史
林
』
必
巻
1
号
）
。
大
山
氏
は
若
狭
国
惣
回
数
帳
を
分
析
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
同
国
に
お
け

る
国
府
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
別
名
体
制
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

（5
）
坂
本
賞
三
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
第
三
章
郡
郷
制
の
改
編
と
別
名
制
の
創
設
。

（6
）
瀬
野
精
一
郎
「
肥
前
固
に
お
け
る
鎌
倉
御
家
人
」
（
『
日
本
歴
史
』
山
号
）
。
瀬
野
氏
は
、
九
州
諸
国
の
な
か
で
肥
前
国
の
特
殊
性
を
指
摘
さ
れ
た
。
元

来
肥
前
国
御
家
人
は
名
主
的
御
家
人
で
あ
り
、
東
国
に
お
け
る
ど
と
き
領
主
的
豪
族
的
御
家
人
、
或
は
南
九
州
に
多
く
見
ら
れ
る
在
庁
・
郡
司
級
の
大
規

模
な
御
家
人
に
比
較
し
て
、
そ
の
所
領
規
模
が
狭
小
で
あ
る
。
ま
た
、
松
浦
党
と
呼
称
さ
れ
る
武
士
集
団
の
存
在
、
肥
前
北
西
部
の
地
理
的
条
件
、
さ
ら

に
肥
前
国
に
お
け
る
東
国
御
家
人
な
ど
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
肥
前
国
に
多
く
の
鎌
倉
御
家
人
を
発
生
さ
せ
た
要
因
を
あ
げ
ら
れ
た
。
本
稿
で
は
、
肥
前

国
佐
嘉
御
領
の
小
地
頭
で
御
家
人
で
あ
っ
た
も
の
の
歴
史
的
性
格
を
別
名
領
主
と
し
て
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

（7
）
「
鎌
倉
期
九
州
に
お
け
る
御
家
人
及
び
在
地
領
主
研
究
｜
北
部
九
州
（
恵
良
宏
〉
、
南
部
九
州
（
山
口
隼
正
）
！
」
及
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
『
九
州
史
学
』

ω
・
幻
号
、
昭
和
三
十
九
年
度
大
会
特
集
号
）
。
御
家
人
及
び
在
地
領
主
研
究
は
、
個
別
研
究
を
深
化
さ
せ
る
一
方
、
乙
の
よ
う
な
一
休
的
把
握
の
検
討

も
必
要
で
あ
る
と
思
う
。一

、
中
世
的
郡
郷
制
1

肥
前
国
の
場
合
｜

肥
前
国
に
お
け
る
律
令
制
郡
郷
が
ど
の
よ
う
に
変
質
・
解
体
し
て
中
世
的
郡
郷
制
が
成
立
し
て
き
た
か
を
ま
ず
考
え
て
み
た
い
。

律
令
制
郡
郷
を
知
る
た
め
の
根
本
史
料
と
し
て
幸
い
に
倭
名
類
来
抄
二
十
巻
本
国
郡
部
の
郷
名
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
律
令



制
解
体
前
の
全
国
の
郡
郷
を
一
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
郡
郷
に
つ
い
て
は
、
先
学
に
よ
っ
て
種
々
検
討
が
加
え
ら
れ
て

い
る
の
で

v

、
そ
れ
ら
を
前
提
と
し
て
「
凶
律
令
制
郡
郷
表
」
を
掲
げ
る
。

〈

λ
七
六
〉

肥
前
国
に
お
け
る
凶
表
記
載
の
律
令
制
郡
郷
の
史
料
的
下
限
は
貞
観
十
八
年
三
月
九
日
で
、
松
浦
郡
の
庇
羅
郷
・
値
嘉
郷
の
二
郷
が
見
え
る
。

当
時
の
大
宰
権
帥
在
原
行
平
が
「
請
合
肥
前
国
松
浦
郡
庇
緩
値
嘉
両
郷
更
建
二
郡
号
上
近
下
近
置
値
嘉
嶋
」
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

《
九
五
乙

律
令
制
郡
郷
が
変
質
・
解
体
し
て
中
世
的
郡
郷
が
成
立
し
て
く
る
わ
け
で
占
め
る
が
、
肥
前
国
の
中
世
的
郡
郷
の
初
見
は
、
天
暦
五
年
二
月
十
一

日
肥
前
国
武
雄
社
領
四
至
実
検
状
の
杵
嶋
西
郷
で
あ
れ
「
こ
の
場
合
の
杵
嶋
西
郷
は
、
武
雄
社
領
の
土
地
表
示
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
中

(A）律令制郡郷表

郡 名｜ 郷 名

基 嫁｜ 姫社、山田、鵬、川上、長谷

主主 父｜ 狭山、屋回、養父、鳥栖

一 根｜ 千栗、物部、秒、財部、葛木

神 崎｜ 蒲田、三根、神埼、宮慮

佐 嘉｜ 城崎、巨勢、深溝、防所、小津、山田

城｜ Ji I上、婆調、高来、伴部

松 浦｜ 庇羅、大沼、鶴、生佐、久利

杵 島｜ 多駄、杵島、能伊、島見

藤 津｜ 塩田、能美

彼 杵｜ 大村、彼杵

高 来｜ 山田、新居、神代、野鳥

肥
前
国
佐
嘉
御
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と
別
名
（
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5970丁7反
〈荘園分〉
三重屋荘以下回荘

丁
基簿北郷以下16郷
養得保以下5保
寄人1

249T5反3丈

(B）正応五年惣回数注文の所領分類

572丁7反
（安楽寺領〉
小倉荘以下11荘

( 3600丁
（皇室領〉
神崎荘以下2荘

27丁1反
〈河上宮御供田〉

4199丁 3反
（勅免分〉

13719T 6反
（惣回数〉

一
一一一

3549丁6反 3丈
〈公田分〉
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(C）律令制郷郡と中世的郡郷制

律令制郡郷｜ 中 世 的 郡 郷

基（5島幸郷郡〉 基 燐 郷
品〈為名宇3度，：i

養（4父郷郡〉 薯宮 父 郷

そ5根郷平｜ ｜矢（33俣0丁〉 保

根 郷 品〈醐名丁E悶1l) 
坊 所 郷

城 崎 郷

佐（6嘉郷郡〉 深 溝 郷

津 郷

山 田 郷

（東郷分に含まれる〉

小（4城郷郡〉 ｜ ｜ 

松（5浦郷郡〉｜｜ 

杵（4島盤郡〉 ｜｜位1T 島 郷 ｜｜ 杵 〈島255丁北〉 郷

藤（2津郷郡〉｜｜ 

彼（2杵郷郡〉 ｜ ｜ 

抗手｜ 1：器：
（備考〉

~）各郡の郷については（A）表のとおりである。
＠中世的都郷については、（B）表の公国分を各
所在郡ごとに記載した。その際、所在不明の六
箇里保と寄人は除いている。

。中昔、郡郷の各郷の回数は、（B）衰の公開分
の内訳になる。

世
的
郡
郷
制
と
し
て
の
所
領
単
位
た
る
郡
郷
で
は
な
い
が
、
と
の
時
点
に
お
い
て
す
で
に
律
令
制
郡
郷
の
変
質
・
解
体
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
律
令
制
郡
郷
か
ら
中
世
的
郡
郷
制
へ
の
移
行
が
、
当
国
に
お
い
て
は
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
行
な
わ
れ
て
行
っ

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

三
ニ
丸
＝
v

さ
て
、
肥
前
国
の
中
世
的
郡
郷
制
は
、
肥
前
国
大
田
文
と
し
て
周
知
の
「
正
応
五
年
八
月
十
六
日
河
上
宮
造
営
用
途
支
配
惣
回
数
注
文
」
に

3

「
以
下
本
稿
で
は
「
正
応
五
年
J

。

よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
｛
惣
回
数
注
文
」
と
略
称
す
る
｝

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
拙
稿
「
『
正
応
五
年
八
月
十
六
日
河
上
宮
造
営
用
途
支
配
惣
回
数
注
文
』
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
に
お
い
て
、

作
成
目
的
・
記
載
内
容
｜
記
載
所
領
単
位
・
記
載
回
数
ー
を
通
し
て
中
世
的
郡
郷
制
の
考
察
を
行
な
っ
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
譲
り
、

そ
の
概
要
を
示
す
と
次
表
倒
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
中
世
的
郡
郷
制
が
肥
前
圏
内
に
お
い
て
い
か
な
る
地
域
的
特
性
を
有



し
、
律
令
制
郡
郷
か
ら
ど
の
よ
う
な
変
化
を
経
て
成
立
し
て
き
た
か
を
み
よ
う
。
次
表
闘
が
そ
れ
を
物
語
る
。

倒
附
表
か
ら
肥
前
国
に
お
け
る
中
世
的
郡
郷
制
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
点
が
特
色
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

＠
荘
園
と
公
固
と
の
比
率
は
お
よ
そ
三
対
一
で
あ
る
。

荘
園
は
勅
免
分
と
一
般
荘
園
分
と
に
わ
け
ら
れ
る
が
、
勅
免
分
で
は
安
楽
寺
領
と
皇
室
領
が
荘
園
全
体
の
五
割
近
く
を
占
め
て
い
た
。
郡

単
位
に
み
る
と
、
小
城
郡
・
松
浦
郡
・
藤
津
郡
・
彼
杵
郡
は
全
く
荘
領
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
削
表
で
は
空
白
と
な
っ
て
い
る
部
分
が
そ

の
こ
と
を
示
す
。
こ
の
点
を
小
城
郡
に
つ
い
て
み
る
と
、
か
つ
て
小
城
郡
に
は
凶
表
の
四
郷
が
存
在
し
た
。
そ
れ
が
全
く
荘
領
化
し
て
し
ま

（一

O
七＝一）

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
荘
領
化
に
は
、
延
久
五
年
大
宰
府
大
監
秦
時
広
に
よ
っ
て
蓋
調
郷
・
伴
部
郷
の
私
領
五
八
三
丁
が
、
宇
佐
八
幡
宮
の

津
守
常
見
領
と
な
っ
て
お
り
、
同
郡
の
荘
領
化
に
は
大
宰
府
府
官
秦
氏
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
。

①
公
団
は
肥
前
国
府
の
存
在
し
た
佐
嘉
郡
を
中
心
に
分
布
し
て
い
た
。
な
か
で
も
十
六
郷
は
い
づ
れ
も
律
令
制
郡
郷
が
東
西
あ
る
い
は
南
北

に
分
化
し
た
と
思
わ
れ
る
注
目
す
ベ
会
所
領
で
あ
れ
。

以
上
の
三
点
の
な
か
で
、
本
稿
で
は
①
に
着
目
し
た
い
。
そ
れ
は
、
公
田
で
あ
る
郷
・
保
が
中
世
的
郡
郷
制
と
し
て
の
所
領
単
位
で
あ
っ
た
の

＠ か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。

（注〉

〈

1
）
和
名
類
衆
抄
郷
名
の
原
資
料
の
時
期
は
九
世
紀
前
半
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
乙
ろ
と
推
定
さ
れ
（
池
辺
弥
『
和
名
類
家
抄
郷
名
考
設
』
）
、
律
令
国
家
の

地
方
行
政
組
織
の
末
端
単
位
で
あ
っ
た
郷
が
、
律
令
国
家
体
制
の
基
本
的
支
配
方
式
の
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
共
に
固
定
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

（
坂
本
賞
三
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
第
三
章
郡
郷
制
の
改
編
と
別
名
制
の
創
設
〉
。

（2
）
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
八
年
三
月
九
日
条
。

（3
）
武
雄
神
社
文
書
1
号
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
二
巻
）
。

（4
）
河
上
神
社
文
書
幻
号
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
一
巻
）
。

ハ
5
）
『
日
本
歴
史
』
加
号
。

肥
前
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
（
森
本
）

一
一
五



肥
前
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
（
森
本
〉

（6
）
八
幡
宇
佐
宮
御
神
領
大
鏡
（
『
大
分
県
史
料
』
凶
宇
佐
到
津
文
書
制
号
〉
。
と
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
井
進
『
日
本
中
世
国
家
史
の
研
究
』
第
一
章
大

宰
府
機
構
の
変
質
と
鎮
西
奉
行
の
成
立
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
肥
前
国
に
お
け
る
秦
氏
は
建
久
七
年
十
一
月
十
九
日
建
福
寺
鐘
の
鋳
締
の
な
か
に

「
秦
末
則
」
が
見
え
る
（
木
崎
愛
吉
編
『
大
日
本
金
石
史
』
〉
。

（7
）
服
部
昌
之
「
令
制
郡
崩
壊
過
程
の
地
域
的
考
察
」
（
『
人
文
地
理
』
幻
巻
3
号
）
に
よ
る
と
、
郡
あ
る
い
は
郷
が
、
東
・
西
・
南
・
北
に
分
割
さ
れ
命
名

さ
れ
て
い
る
ζ

と
に
つ
い
て
、
河
川
の
上
流
、
下
流
、
土
地
の
高
低
と
い
う
地
形
も
し
く
は
政
治
中
心
か
ら
の
遠
近
に
よ
っ
て
の
前
後
関
係
と
い
う
相
対

的
位
置
の
視
点
が
放
棄
さ
れ
、
方
位
に
よ
る
地
域
認
識
が
十
世
紀
ご
ろ
か
ら
一
般
化
し
て
き
た
と
い
う
興
味
あ
る
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
方
位
を

混
入
し
た
郡
名
は
私
称
で
あ
り
、
武
家
が
一
郡
を
更
に
便
宜
上
そ
の
部
位
に
よ
っ
て
称
し
た
も
の
と
い
う
見
解
も
あ
る
ハ
川
副
博
「
武
家
時
代
に
於
け
る

方
位
混
入
の
郡
名
に
つ
い
て
」
、
『
歴
史
地
理
』
別
巻
5
号
、
位
巻
4
号
〉
。
律
令
制
郡
郷
の
変
質
と
方
位
に
よ
る
地
域
認
識
と
が
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り

を
も
っ
て
い
る
の
か
、
い
ま
の
と
乙
ろ
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。

二
六

二
、
別
名
の
存
在
形
態

前
項
で
は
、
中
世
的
郡
郷
制
の
成
立
と
そ
の
地
域
的
特
色
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
肥
前
国
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
公
固
と
し
て
存
在
し

た
郷
・
保
は
、
そ
れ
自
身
が
国
衝
に
よ
る
支
配
所
領
単
位
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
項
で
は
、
郷
・
保
の
内
部
に
視
点
を
移
し
て

実
態
の
把
握
に
迫
り
た
い
。
肥
前
国
に
お
け
る
公
回
を
成
し
て
い
た
郷
・
保
は
、
つ
ぎ
の
史
料
①
か
ら
数
多
く
の
名
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

史
料
①

倉
光
二
十
丁
ニ
反
三

t

太
郎
丸
二
十
－
丁
八
反

之
廿
七
丁
六
反
中

恒
松
三
十
六
丁
六
反

秋
光
五
丁
ニ
反

真
松
十
－
丁
八
反

金
丸
十
二
丁
三
反

小
恒
松
三
丁

小
金
丸
二
丁

《
普
カ
）

小
松
丸
二
十
一
丁
口
久
口

小
山
得
乃



武
有
二
丁

《
基
岡
野
》

同
南
郷
三
百
二
十
七
丁
三
反
三

t

小
松
丸
三
十
五
丁
二
反

太
郎
丸
六
十
五
丁

刀
次
回
丁
三
反

財
万
三
丁

泉
二
十
五
丁
五
反

末
次
九
丁
三
反

力
丸
三
十
三
丁

五
郎
丸
五
了

武
有
二
丁

養
父
東
郷
二
百
三
十
二
丁
二
反
内

牛
原
稲
吉
二
十
二
丁

得
乃
十
五
丁

末
安

L
i－
－

ニ

三

四

五

回

t

、
同
西
郷
o
百
九
十
三
丁
圃
反
O

内

ミ
ミ
今
宇
佐
官
庄
号
申
、

末
久
百
二
十
七
丁

山
浦
得
乃
六
十
六
丁
六
反

瓜
生
野
保
七
十
丁
九
反
四

t
内

思
削
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
（
森
本
）

今
松
十
三
丁
四
反

行
武
七
十
丁

弥
太
郎
丸
七
丁

弥
次
一
了
八
反
三

t

末
安
三
十
三
丁
二
反

弥
松
六
了

長
楽
寺
一
丁

豊
光
一
丁

時
房
十
丁

重
枝
十
五
丁

立
ミ
巨
木
八
十
丁

称
談
義
免
、
対
拝
之

行
武
八
十
了

七



肥
前
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
（
森
本
）

一
一
八

牧
自
蔵
丸
九
丁
九
反
三

t

得
永
十
八
丁
四
反
三

t

弥
次
三
丁
九
反
三

1

末
安
一
丁

称
安
楽
寺
新
庄
、
対
拝
之
、

大
力
三
十
七
了
六
反

千永根 義
松利東寛得
三八郷乃保
十十二丸七
八八百六十
丁丁六十丁

六十六内
反・五丁

丁
、二九
反

内

石
松
十
丁
六
反

吉
枝
九
反

犬
法
師
丸
十
八
丁
七
反

行
武
十
二
丁

得
久
四
丁

上松自小弥得
万安在永千乃
六十丸利松二
丁丁十十二十
八一二五十二
反Il丁丁丁丁

七回
反反

る。
こ
の
史
料
は
龍
造
寺
家
文
書
に
存
在
す
る
断
簡
で
あ
る
が
、

原
本
と
そ
の
内
部
徴
証
か
ら
鎌
倉
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

さ
て
史
料
①
に
は
基
鼎
南
郷
・
養
父
東
郷
・
養
父
西
郷
・
三
根
東
郷
が
完
全
な
形
で
あ
る
が
、
そ
の
回
数
に
注
意
す
る
と
基
障
南
郷
以
下
の

そ
れ
ぞ
れ
の
郷
の
回
数
が
同
表
の
回
数
と
一
致
す
れ
旬
。
こ
の
こ
と
は
「
正
応
五
年
惣
回
数
注
文
」
が
、
本
来
は
史
料
①
の
ご
と
く
名
ご
と
に
回

数
を
記
載
し
た
も
の
を
基
に
し
て
作
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
起
せ
し
め
る
。
「
正
応
五
年
惣
回
数
注
文
」
は
、
そ
の
作
成
目
的
か
ら
し

て
史
料
①
の
ご
と
く
記
載
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
我
々
が
「
正
応
五
年
惣
回
数
注
文
」
に
記
載
さ
れ
た
附



表
の
中
世
的
郡
郷
を
も
っ
て
中
世
的
郡
郷
制
と
し
て
の
郷
・
保
を
考
え
る
こ
と
は
、
そ
の
実
態
を
示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
史
料
①
で
明
確
で
あ
る
よ
う
に
、
郷
・
保
は
か
な
り
多
く
の
名
か
ら
成
っ
て
い
た
わ
け
で
、
肥
前
国
に
お
け
る
公
園
は
名
が

単
位
所
領
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
名
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

史
料
⑨

注
進就

去
年
八
月
三
日

合
惣
領
本
回
数
参
拾
弐
町
弐
段
、

、
仮
名

て
於
保
村
安
松
代
ミ
令
勤
仕
御
家
人
役
地
也
、
車
町
陸
段
、

平
野
三
郎
貞
宗
、
自
於
保
次
郎
宗
益
之
手
、
代
ミ
令
相
伝
領
知
之
問
、
於
関
東
御
公
事
者
、
相
随
惣
領
種
宗
、
所
勤
仕
也
、

〈

0

以
下
略
）

関
東
御
教
書
、
被
尋
仰
下
、
肥
前
国
御
家
人
於
保
四
郎
種
宗
所
領
於
保
村
地
頭
職
、
同
固
執
行
職
等
事
、

史
料
＠
は
工
程
一
一

r八
月
、
鎌
倉
幕
府
が
各
国
守
護
あ
て
に
「
豊
前
、
筑
前
、
肥
前
、
壱
岐
、
対
馬
国
国
御
家
人
等
事
、
或
本
御
家
人
井
地

頭
補
任
所
々
、
或
給
御
下
知
知
行
之
輩
、
及
就
質
券
売
買
之
由
緒
、
被
成
安
堵
之
族
、
云
其
所
名
字
分
限
、
云
領
主
之
交
名
、
且
札
明
所
帯
御

下
文
御
下
知
、
且
不
漏
一
所
、
平
均
可
令
注
進
」
と
命
令
し
た
の
に
対
し
て
、
於
保
氏
が
自
分
の
所
領
・
所
職
を
注
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
史

料
②
の
「
去
年
八
月
三
日
関
東
御
教
書
」
と
は
、
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

さ
て
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
於
保
氏
が
地
頭
職
を
有
す
る
於
保
村
が
「
於
保
村
蛾
悦
」
と
注
進
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
同
様
に
つ
ぎ
の

史
料
を
み
よ
う
。

肥
前
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
（
森
本
）

一
一
九



肥
前
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
門
森
本
）

一二

O

史
料
＠

髄
観
話
件
両
所
由
緒
、
領
主
染
貫
首
藤
井
宮
貞
立
申
子
細
三
根
西
郷
下
毛
薗
田
地
四
五
丁
弁
屋
敷
号
薬
丸
名
、
伊
佐
早
田
地
三
百
余

丁
井
屋
敷
、
但
毎
年
号
同
名
見
作
田
百
余
丁
、

件
両
所
本
是
公
領
也
、
而
領
主
藤
井
宮
時
令
寄
進
宇
佐
宮
御
後
見
字
禅
陽
房
円
照
、
彼
房
又
進
大
宮
司
公
基
目
撃
、
其
後
為
半
不
輸
神
領
山
田
、

こ
れ
は
八
幡
宇
佐
宮
御
神
領
大
鏡
の
散
在
常
見
名
田
に
つ
い
て
の
肥
前
国
に
関
す
る
記
載
の
一
部
で
あ
る
。
三
根
西
郷
下
毛
薗
田
地
と
屋
敷

及
び
伊
佐
早
村
の
両
所
が
、
領
主
藤
井
宮
時
に
よ
っ
て
宇
佐
官
御
後
見
の
禅
陽
房
円
照
へ
寄
進
さ
れ
、
さ
ら
に
大
宮
司
公
基
へ
寄
進
さ
れ
て
半

不
輸
神
領
と
な
っ
た
経
緯
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
三
根
西
郷
内
の
下
毛
薗
田
地
と
屋
敷
が
「
薬
丸
名
」
で
あ
り

伊
佐
早
団
地
と
屋
敷
H
伊
佐
早
村
が
「
号
同
名
」
H
「
伊
佐
早
名
」
で
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
名
も
安
松
名
の
場
合
か
ら
考
え
て
仮
名
で
あ

る
・
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

2
＝

o九
V

2

＝
六
六
》

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
き
、
史
料
①
や
承
元
三
年
四
月
廿
五
日
肥
前
国
留
守
所
下
文
案
（
後
掲
史
料
⑥
）
さ
ら
に
文
永
三
年
六
月
日
肥

清
国
検
注
帳
案
の
多
く
の
名
々
は
、
ま
さ
に
仮
名
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
仮
名
に
は
稲
吉
名
・
財
万
名
の
如
き
嘉
名
を
称

し
、
太
郎
丸
｜
又
太
郎
丸
、
二
郎
丸
1
弥
二
郎
丸
、
安
松
｜
小
安
松
な
ど
の
如
く
、
そ
の
実
態
は
同
一
領
主
か
そ
の
一
族
の
名
と
し
て
考
え
ら

れ
る
の
が
多
円
以
。
ま
た
史
料
①
の
行
武
名
が
基
捧
南
郷
に
七
十
丁
、
養
父
東
郷
に
八
十
丁
、
三
根
東
郷
に
十
二
丁
存
在
す
る
の
を
は
じ
め
と
し

て
、
得
乃
名
・
小
松
丸
名
・
武
有
名
・
弥
次
名
・
末
安
名
な
ど
数
郡
に
散
在
す
る
も
の
も
か
な
り
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
以
上
の
よ
う
な
仮
名
は
、
い
わ
ゆ
る
別
名
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

史
料
④

議員
事j暫

下
平
通
隆



可
令
早
停
止
備
後
権
守
高
経
非
論
、
安
堵
肥
前
国
基
障
郡
内
曽
祢
崎
井
堺
別
符
行
武
名
地
頭
職
事
、

右
件
所
々
、
高
経
与
通
隆
、
依
致
相
論
、
勘
決
両
方
理
非
之
慮
、
通
隆
己
抱
道
理
、
早
為
地
頭
可
令
安
堵
、
但
於
有
限
所
当
年
貢
者
、
従
本
所

之
下
知
、
任
先
例
可
養
護
、
抑
此
所
主
為
平
家
領
之
由
、
載
通
隆
之
謹
文
、
然
者
擬
没
官
、
可
令
進
止
之
状
如
件
、
住
人
繋
知
、
依
件

用
之

文2 、
治7以
三宅下
年》、

五
月
九｛
日Z

こ
の
史
料
は
、
も
と
も
と
平
家
領
で
あ
っ
た
肥
前
国
基
障
郡
内
曽
祢
崎
弁
堺
別
符
行
武
名
の
地
頭
職
に
つ
い
て
、
備
後
権
守
高
経
の
非
論
を

停
止
し
て
平
通
隆
に
安
堵
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
行
武
名
は
史
料
①
に
見
え
る
が
、
こ
の
史
料
か
ら
別
符
（
別
名
）
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
平
通
陵
の
一
族
と
思
わ
れ
る
平
通
友
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
建
久
八
年
七
月
に
は
行
武
名
七
十
丁
の
地
頭
と

し
て
曽
祢
崎
を
名
の
っ
て
い
る
。

史
料
⑤

肥
前
国

注
進

《府》

国
中
神
社
仏
寺
権
問
正
薗
符
領
及
国
領
公
田
所
ミ
御
領
回
数
本
家
預
所
地
頭
等
事

合
本
図
田
万
四
千
三
百
三
拾
弐
丁

基
緯
郡
五
百
四
十
九
丁
五
反
二
丈

同
行 南

建三武郷
肥久士七百
面八石十五
園年v 丁 十
佐七掃丁

審月襲李
領ロ沙山
と μ 白汰

別 ー地
名 頭
＇；；；？曽

季語
平
太
通
友



肥
前
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
〈
森
本
）

一
－ 一ー一

ハ
一
二
四
六
》

以
上
、
行
武
名
に
つ
い
て
別
名
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
ま
た
吾
妻
鏡
寛
元
四
年
三
月
十
三
日
に
は
「
肥
前
国
御
家
人
安
徳
三

郎
右
馬
允
政
康
所
領
吏
、
任
舎
兄
政
尚
、
政
家
之
例
、
除
所
職
、
井
安
堵
下
文
之
外
私
領
、
可
召
上
肥
前
国
三
根
西
郷
内
万
延
名
三
分
一
之

由
、
越
前
兵
庫
助
奉
行
」
と
あ
る
。
三
根
西
郷
内
刀
延
名
1
私
領
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
安
徳
氏
に
よ
っ
て
三
根
西
郷
内
に
お
い
て
別
名
と
し
て

〔
一
三
二

O
）

形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
元
応
二
年
十
月
廿
八
日
鎮
西
御
教
書
案
に
は
「
高
木
南
次
郎
季
家
跡
、
肥
前
国
佐
嘉
郡
内
国
領
、

弁
末
吉
名
事
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
載
は
、
こ
の
国
領
が
本
来
の
律
令
制
郷
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
国
街
領
を
意
味
し
、
末
吉
名
は
高

木
南
次
郎
季
家
が
別
名
主
体
と
し
て
形
成
し
た
別
名
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
検
証
に
よ
り
再
び
史
料
①
の
名
々
に
注
目
す
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
名
々
は
別
名
と
し
て
形
成
さ
れ
仮
名
を
称
す
る
も
の
で
あ
る
と
指

摘
で
き
よ
う
。
従
っ
て
、
「
正
応
五
年
惣
回
数
注
文
」
に
よ
っ
て
肥
前
国
に
お
け
る
中
世
的
郡
郷
制
を
考
察
し
た
際
の
公
田
で
あ
る
郷
・
保
は
、

肥
前
国
府
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
多
く
の
別
名
を
郷
・
保
単
位
と
し
て
ま
と
め
て
記
載
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
別
名
が
す
で
に
大
山
喬
平
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
如
く
、
国
街
勧
農
権
の
分
割
・
委
譲
を
必
然
的
に
と
も

な
う
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
と
き
、
肥
前
国
の
場
合
、
国
衝
と
別
名
と
の
関
係
は
ど
う
だ
つ
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
史
料
⑥
を
み
よ
う
。

史
料
＠

留
守
所

可
早
任
先
例
井
御
示
現
旨
、
勤
行

河
上
宮
五
八
月
会
流
鏑
馬
事
、

佐
嘉
郡

留

守

所

千

員

安

松

円末
V

未
吉

大
領

末宋貞
弘）清

福
光

五
郎
丸

（稲）稲
吉

得
永



松
枝

杵
嶋
郡

諸
国

高
来
郡

倉

光

豊

光

三

郎

丸

大

領

右
、
早
任
先
例
井
御
示
現
旨
、
可
令
勤
行
五
八
月
両
会
流
鏑
馬
之
状
如
件
、

2
ニ
O
九〉

承
元
三
年
四
月
廿
五
日

基
緯
郡

恒
松

養
父
郡

行
武

三
根
郡

薬
丸

真
松

飯
田
五
郎
丸

大
領

得

能

倉

上

大

力

士

札

一

問

吉

大
領

円末
V

恵
見
未
久

安
永

伊

佐

早

薦

江

有
光

刀
延

ι大
領

《末】

恒
未

富
永

友
清

大
領

o 権
以介
下船
略き宿
）祢

肥
前
国
一
宮
で
あ
る
河
上
神
社
の
五
月
・
八
月
会
の
流
鏑
馬
を
勤
仕
さ
せ
る
の
に
名
単
位
に
賦
課
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
流
鏑
馬
を
は
じ

ハ
一
一
六
三
》

め
と
し
て
相
撲
・
村
田
楽
・
一
物
な
ど
の
神
事
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
応
保
二
年
三
月
河
上
社
と
国
街
と
の
双
方
に
よ
っ
て
名
ご
と
に
催
促
を
う

【

M
V

け
て
い
た
。
前
述
し
た
於
保
氏
の
安
松
名
、
曽
祢
崎
氏
の
行
武
名
、
藤
井
宮
時
の
薬
丸
名
及
び
伊
佐
早
名
も
史
料
に
見
え
る
。
こ
こ
に
記
載
さ

肥
前
園
佐
嘉
御
領
と
別
名
（
森
本
）

一一一一



肥
前
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
（
森
本
）

一
二
四

れ
た
名
は
全
て
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
神
事
勤
仕
は
番
役
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
他
の
名
は
史
料
①
あ
る
い
は

《
一
二
六
六
〉

前
に
触
れ
た
文
永
三
年
六
月
日
肥
前
国
検
注
帳
案
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
肥
前
国
に
お
け
る
郷
・
保
と
は
別
名

を
単
位
と
す
る
も
の
で
、
国
衝
に
よ
っ
て
独
立
し
た
支
配
所
領
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

さ
て
最
後
に
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
佐
嘉
郡
を
中
心
と
す
る
数
多
く
の
別
名
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
の
律
令
制
郡
郷
は
変
質

・
解
体
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
郡
郷
の
領
域
的
支
配
を
行
な
っ
て
い
た
郡
司
・
郷
司
の
存
在
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

《
一
一
九
六
）

建
久
七
年
二
月
日
僧
賢
秀
団
地
寄
進
状
案
に
よ
る
と
、
僧
賢
秀
は
小
津
東
郷
内
五
町
と
深
溝
南
郷
内
一
町
の
治
聞
を
河
上
宮
一
切
経
会
析
と

し
て
寄
進
し
た
。
そ
こ
で
同
年
月
日
に
河
上
宮
講
衆
僧
良
厳
が
留
守
所
裁
を
申
請
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
在
庁
官
人
が
連
署
し
た
が
、
そ
の
終

り
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
加
署
が
あ
る
。

〈署）

任
留
守
所
御
裁
判
、
大
領
御
加
判
、
井
在
庁
官
人
連
判
之
問
、
郡
司
図
師
等
加
暑
之
、

深
溝
郡
司
応
順
在
判

津
図郡図
師司師
清相観
原秀慶
在《在在
判智 ＊＇l判

深
溝
郡
司
・
小
津
郡
司
は
、
僧
賢
秀
の
治
田
の
あ
っ
た
郷
の
郷
司
と
し
て
証
判
を
与
え
て
お
り
、

郡
司
と
称
し
て
も
実
体
は
郷
司
で
あ
っ

た。
ま
た
丸
俊
二
純
一
一
月
十
日
に
は
、
河
上
社
雑
掌
の
申
状
に
つ
い
て
各
郷
内
の
河
上
社
免
田
を
城
崎
西
郷
書
生
通
政
・
山
田
東
郷
書
生
兼
益
・

小
津
東
郷
書
生
忠
長
・
深
溝
西
郷
書
生
恒
持
・
政
所
代
家
国
が
注
進
し
て
い
お
r
こ
れ
ら
の
書
生
も
各
郷
の
郷
司
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
も
の

で
あ
る
。



－
方
、
是
正

u
幹
一
一
一
月
十
日
肥
前
国
留
守
所
下
文
案
で
は
、
留
守
所
が
佐
嘉
郡
司
に
命
じ
て
河
上
社
の
見
役
所
課
免
田
や
講
経
料
免
田
の
給

A

盟》

主
が
課
役
を
果
さ
な
い
こ
と
に
催
促
を
加
え
て
い
る
。
つ
い
で
文
治
二
年
八
月
十
二
日
肥
前
国
留
守
所
下
文
は
、
佐
嘉
郡
司
に
命
じ
て
河
上
社

《国〕

座
主
職
に
神
崎
正
々
官
僧
春
勝
を
補
し
て
い
る
。

以
上
の
点
か
ら
多
く
の
別
名
か
ら
な
る
各
郷
に
は
本
来
の
郡
司
H

郷
司
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
も
の
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
佐
嘉
郡
司
と
い
う
の
は
、
佐
嘉
郡
に
存
在
す
る
別
名
を
そ
れ
ぞ
れ
城
崎
東
郷
以
下
削
表
の
佐
嘉
郡
の
七
郷
に
ま
と
め
た
各
郷
の
郷
司
を

総
称
し
た
も
の
で
あ
ろ
一
月
。
そ
し
て
か
く
の
ご
と
き
郷
司
は
、
各
郷
内
の
別
名
領
主
と
同
様
に
史
料
⑥
の
「
大
領
」
と
し
て
一
宮
神
事
を
賦
課

さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
か
問
。

（注）

（1
）
飽
造
寺
家
文
書
断
簡
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
三
巻
必
号
）
。
同
史
料
集
成
で
は
「
龍
造
寺
回
数
帳
」
と
し
て
い
く
つ
か
の
断
簡
を
収
め

nλ 

て
い
る
が
、
乙
の
断
筒
は
別
に
分
類
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（2
）
「
正
応
五
年
惣
回
数
注
文
」
で
は
瓜
生
野
保
は
七
十
九
丁
四
反
と
あ
る
が
、
乙
の
回
数
は
史
料
（
1
）
の
七
十
丁
九
反
四
J
の
お
そ
ら
く
誤
記
で
あ
ろ

，っ。

（
3
）
多
久
家
文
書
於
保
種
宗
所
領
注
進
状
案
（
後
欠
）
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
十
巻
脱
号
）
。

（4
）
「
中
世
法
制
史
料
集
』
第
一
巻
鎌
倉
幕
府
法
追
加
法
問
条
及
び
石
井
進
『
日
本
中
世
国
家
史
の
研
究
』
第
六
章
第
二
節
幕
府
と
国
衝
の
関
係
の
地
域
的

A斗件

発
展
。

（5
）
宇
佐
八
幡
宮
御
神
領
大
鏡
（
『
大
分
県
史
料
』
伽
宇
佐
到
津
文
香
川
一
号
〉
。

（6
）
龍
造
寺
家
文
書
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
三
巻
加
号
及
び
乙
れ
と
一
連
の
も
の
と
思
わ
れ
る
断
簡
山
号
）
。
目
代
で
あ
る
豊
後
法
橋
慶
突
の

検
注
を
も
と
に
基
輝
北
郷
・
基
緯
南
郷
・
山
田
東
郷
・
杵
島
北
郷
の
名
ど
と
に
見
作
回
・
損
得
田
・
除
回
な
ど
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
基
国
貯
北
郷
は

真
松
名
以
下
回
名
、
基
燐
南
郷
は
財
万
名
以
下
二
十
六
名
、
山
田
東
郷
は
末
次
名
以
下
十
五
名
、
杵
島
北
郷
は
諸
国
名
以
下
二
十
三
名
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
名
か
ら
肥
前
国
街
に
近
く
盟
削
で
は
早
く
か
ら
開
け
た
地
域
の
名
は
狭
小
で
あ
り
、
杵
島
北
郷
の
よ
う
な
い
わ
ば
中
間
地
帯
の
名
は
広

い
地
積
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
『
佐
賀
県
史
』
上
巻
）
。

肥
前
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
（
森
本
）

一
二
五



肥
前
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
（
森
本
）

（7
）
一
戸
田
芳
実
氏
は
「
出
世
文
化
形
成
の
前
提
」
（
『
講
座
日
本
文
化
史
』
第
二
巻
所
収
）
に
お
い
て
、
農
村
で
の
新
た
な
所
有
と
経
営
を
土
台
と
し
て
生
み

出
さ
れ
た
、
よ
り
即
物
的
・
現
実
的
な
意
識
形
態
の
一
つ
と
し
て
「
大
名
田
堵
」
が
本
名
と
は
別
に
名
の
る
嘉
名
に
あ
ら
わ
れ
た
富
の
思
想
を
説
か
れ
て

い
る
。
肥
前
固
に
お
け
る
国
衝
を
中
心
と
し
た
こ
の
よ
う
な
嘉
名
を
呼
祢
と
す
る
多
く
の
仮
名
の
存
在
も
氏
の
説
か
れ
る
観
点
か
ら
理
解
さ
る
べ
き
で
あ

る
と
思
う
。

（8
）
拙
稿
「
肥
前
高
木
氏
に
つ
い
て
」
（
『
九
州
史
学
』
鈎
号
）
で
考
察
し
た
高
木
氏
一
族
が
給
主
と
な
っ
て
い
た
千
員
名
｜
小
千
員
名
は
そ
の
例
証
で
あ
る
。

（9
）
豊
後
曽
禰
崎
文
書
源
頼
朝
下
文
（
『
鎌
倉
遺
文
』
古
文
書
編
第
一
巻
獅
号
）
。

（
叩
）
曽
繭
崎
元
一
文
書
肥
前
国
図
田
板
断
簡
（
『
大
分
県
史
料
』
剛
大
分
諸
家
文
書
〉
。
平
通
友
が
行
武
名
の
地
頭
識
に
補
任
さ
れ
た
の
は
、
豊
後
曽
禰
崎
文

喜
久
四
年
四
月
三
日
将
軍
家
噌
下
文
案
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
（
『
鎌
倉
遺
文
』
古
文
書
編
第
二
巻
雪
。

（
日
）
龍
造
寺
家
文
書
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
三
巻

m号）。

（
刊
以
〉
国
領
H
本
来
の
公
回
と
別
名
と
を
区
別
し
て
記
載
し
た
点
に
つ
い
て
、
周
知
の
安
芸
国
高
田
郡
身
司
の
藤
原
守
頼
が
嫡
男
守
遠
に
譲
っ
た
「
三
田
郷
弁

別
符
重
行
田
畠
」
の
場
合
を
想
起
せ
し
め
る
（
厳
島
神
社
文
書
天
皇
室
月
十
白
書
面
高
田
郡
司
解
、
『
雲
遺
文
』
脱
君
。

（
臼
）
保
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
し
て
設
定
さ
れ
た
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
佐
嘉
郡
の
坊
所
保
に
つ
い
て
若
干
補
足
し
て
お
乙
う
。

坊
所
保
も
安
光
名
・
弥
福
武
名
・
力
武
名
な
ど
の
仮
名
を
称
す
る
別
名
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
（
河
上
神
社
文
書
文
保
二
年
十
一
月
三
日
代
官
賢
親
和

内
河
上
宮
》

与
状
、
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
－
巻
町
出
号
）
。
そ
し
て
西
坊
所
保
（
お
そ
ら
く
坊
所
保
の
西
半
分
の
と
と
で
あ
ろ
う
）
は
「
当
宮
免
田
岡
圏

西
坊
所
保
鷺
所
国
方
寄
進
地
」
で
あ
っ
た
ハ
同
文
書
文
保
二
年
十
一
月
廿
五
日
鎮
西
下
知
状
、
同
お
き
。

（U
）
「
国
街
領
に
お
け
る
領
主
制
の
形
成
」
（
『
史
林
』
紛
巻
1
号〉。

ハ
お
）
河
上
神
社
文
書
承
元
三
年
四
月
廿
五
日
肥
前
国
留
守
所
下
文
案
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
一
巻
1
号
の
叩
）
。

（
崎
〉
河
上
神
社
文
書
応
保
二
年
三
月
廿
三
日
肥
前
国
司
庁
宣
案
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
一
巻
1
号
の

9
Y

（
臼
）
西
垣
晴
次
「
中
世
社
会
の
形
成
と
神
社
l
肥
前
国
の
場
合
l
」
（
『
日
本
歴
史
論
究
』
所
収
）
。

ハ
刊
岬
）
史
料
（
6
）
以
外
の
名
で
あ
る
肥
前
園
高
来
西
郷
の
永
吉
名
は
、
文
保
二
年
よ
り
元
応
二
年
ま
で
の
三
ヶ
年
問
、
国
衡
に
よ
る
検
注
が
行
な
わ
れ
て
い

る
。
と
の
永
吉
名
も
国
衝
に
対
し
て
は
別
名
と
し
て
の
支
配
単
位
所
領
で
あ
っ
た
（
大
川
文
書
元
応
三
年
二
月
廿
七
日
肥
前
園
高
来
西
郷
永
吉
名
園
方
馬

上
検
注
目
録
、
九
州
史
料
叢
書
問
『
大
川
文
書
』
羽
号
〉
。

ハ
ω）
河
上
神
社
文
書
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
一
巻
1
号
の

7
Y

ハ
却
）
河
上
神
社
文
書
建
久
七
年
二
月
日
河
上
宮
議
衆
僧
良
厳
解
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
一
巻
1
号
の
8
1

一一ヱハ



（
幻
）
河
上
神
社
文
書
文
保
二
年
二
月
十
日
河
上
宮
免
田
坪
々
領
主
交
名
注
文
案
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
一
巻
1
号
の
ロ
ヨ
山
回
東
郷
書
生
兼

益
は
、
同
文
書
元
亨
二
年
九
月
一
日
河
上
社
遷
宮
儀
式
注
文
（
同
6
号
）
の
「
官
幣
使
、
在
国
司
弥
二
郎
大
夫
兼
益
」
と
同
一
人
で
あ
ろ
う
。

（
m）
河
上
神
社
文
書
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
一
巻
1
号
の
2
Y

（
犯
）
河
上
神
社
文
書
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
一
巻
目
号
）
。

（
川
品
）
坂
本
賞
三
氏
に
よ
っ
て
、
佐
嘉
郡
司
と
い
う
の
は
郡
内
の
各
郷
の
郷
司
を
集
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
同
氏
『
日
本

王
朝
国
家
体
制
詳
細
』
第
三
章
郡
郷
制
の
改
編
と
別
名
制
の
創
設
〉
。
拙
稿
で
は
各
郷
の
実
態
、
郷
司
と
別
名
領
主
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

わ
け
で
あ
る
。

（
お
〉
な
お
、
別
名
と
と
も
に
一
個
の
単
位
所
領
と
し
て
存
在
す
る
が
、
以
上
の
別
名
と
は
全
く
異
な
る
山
田
東
郷
の
川
原
村
が
あ
る
。
川
原
村
に
つ
い
て
は

工
藤
敬
一
氏
が
「
一
宮
社
領
免
田
の
支
配
構
造
｜
肥
前
園
河
上
社
領
に
つ
い
て

l
」
（
同
氏
『
九
州
庄
園
の
研
究
』
第
一
章
第
二
）
で
考
察
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
川
原
村
は
河
上
社
に
近
接
し
た
唯
一
の
神
人
の
集
落
で
、
河
上
社
の
社
頭
四
壁
の
掃
除
を
負
担
し
て
い
た
。
「
村
頭
」
が
対
国
街
と
の
関
係
で

は
川
原
村
を
代
表
し
、
対
在
家
と
の
関
係
に
お
い
て
は
国
街
機
構
の
末
端
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
肥
前
閣
に
お
け
る
中
世
的
郡
郷
制
が
多
く
の
別
名
を

単
位
所
領
と
す
る
な
か
で
、
川
原
村
は
注
目
す
べ
き
存
在
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
、
佐
嘉
御
領
に
つ
い
て
｜
別
名
と
の
関
連
に
お
い
て
｜

肥
前
国
佐
嘉
御
領
の
史
料
初
見
は
承
必
一
一
一
一
年
六
月
廿
二
目
前
、
現
存
す
る
史
料
は
数
点
に
す
ぎ
な
い
o

す
で
に
は
や
く
佐
嘉
御
領
は
、
寄
進

地
系
荘
園
と
し
て
考
察
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
佐
嘉
御
領
の
寄
進
年
代
、
寄
進
形
式
、
寄
進
先
、
寄
進
条
件
な
ど
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら

〈
一
二
二
六
〉

な
い
。
だ
が
数
少
な
い
史
料
の
な
か
で
嘉
禄
二
年
二
月
日
佐
嘉
御
領
内
小
地
頭
等
・
甲
状
案
は
、
興
味
あ
る
問
題
を
内
包
す
る
注
目
す
べ
き
史
料

で
あ
る
。
前
項
ま
で
の
考
察
を
前
提
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
つ
ぎ
に
そ
の
全
体
を
掲
げ
る
。

史
料
⑦

肥
前
国
佐
嘉
御
領
小
地
頭
等

当
御
領
内
末
吉
小
地
頭
高
木
南
二
郎
季
家
、
申
下
鎌
倉
殿
御
教
書
、
訴
申
惣
地
頭
小
地
頭
各
別
得
分
子
細
事
、

言
上

肥
前
国
佐
議
御
領
と
別
名
（
森
本
）

一
二
七



盟
問
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
（
森
本
〉

一
二
八

当
御
領
例

領
家
御
方

（略）

惣
地
頭
分

（略）

国
方
済
例

（略〉

小
地
頭
得
分

加
地
子
、
町
別
五
斗
、
付
定
得
回
、

給
田
、
免
田
、
筆
失
田
等
、
随
名
ミ
有
之
、
於
回
畠
在
家
等
者
、
小
地
頭
所
進
退
領
掌
也
、

右
、
今
年
三
月
十
八
日
御
下
文
、
今
日
到
来
備
、
可
早
任
鎌
倉
殿
御
教
書
旨
、
弁
申
高
木
南
二
郎
季
家
訴
申
当
御
領
内
末
吉
名
惣
地
頭
蓮
沼

三
郎
忠
国
押
取
小
地
頭
得
分
加
地
子
米
由
事
、
：
・
（
略
）
・
：
当
御
領
内
小
地
頭
あ
ま
d
候
ヘ
ハ
、
自
余
小
地
頭
共
例
＝
佳
て
、
惣
地
頭
得
分
小

地
頭
得
分
、
不
可
有
相
違
之
由
、
季
家
ニ
可
成
給
御
教
書
哉
候
覧
云
之
、
難
然
、
不
明
子
細
、
被
成
御
下
知
之
儀
者
両
人
之
中
、
若
胎
訴
訟

欺
、
：
・
（
略
）
・
：
早
任
被
仰
下
之
旨
、
云
惣
地
頭
、
云
小
地
頭
、
各
別
得
分
事
、
委
可
注
進
其
例
之
状
如
件
者
、
当
御
領
済
例
之
次
第
、
任
実

正
、
所
注
進
也
、
但
限
末
吉
名
惣
地
頭
、
忘
傍
例
、
如
没
官
領
、
追
放
小
地
頭
季
家
、
或
追
捕
取
稲
米
、
或
苅
取
作
田
之
条
、
無
極
僻
事
也

者
、
任
道
理
井
傍
例
、
可
被
裁
下
敷
、
謹
所
請
如
件
、

〈
一
二
二
六
V

嘉
禄
二
年
二
月
日
諸
納
小
地
頭
善
光
房
玄
秀
一
裏
判

稲
吉
伴
氏
女

豊
益
安
徳
二
郎
大
夫
政
定



福
益
大
財
五
郎
宗
光

小
恒
松
新
所
三
郎
種
任

貞
清
岸
河
太
郎
種
季
裏
判

国
富
横
大
路
太
郎
兼
持
同

弥
弘
大
山
寺
権
別
当
章
寛
同

冨
吉
南
郷
入
道
仏
念
同

下安恒市
末松松丸
弘於長大
高保瀬蔵
木二二大
大郎郎夫
夫宗経栄
宗益与延
忠《同同同
同旦

佐
嘉
御
領
内
末
吉
名
の
小
地
頭
高
木
南
二
郎
季
家
が
、
惣
地
頭
の
蓮
沼
三
郎
忠
国
に
「
如
没
官
領
、
追
放
小
地
頭
、
或
追
捕
取
稲
米
、
或
苅

取
作
田
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
佐
嘉
御
領
内
の
諸
納
小
地
顕
で
あ
る
善
光
房
玄
秀
以
下
十
三
名
が
連
署
し
て
訴
え
た
も
の

ハ
｝
二
三
七
）

で
あ
る
。
こ
の
相
論
は
、
嘉
禄
三
年
三
月
十
九
日
関
東
下
知
状
案
に
よ
っ
て
惣
地
頭
蓮
沼
三
郎
忠
国
の
新
儀
の
妨
が
停
止
さ
れ
た
。
大
要
は
以

上
の
と
お
り
で
あ
る
。

さ
て
、
佐
嘉
御
領
が
寄
進
地
系
荘
園
と
し
て
す
で
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
。

と
こ
ろ
が
、
前
項
ま
で
再
三
触
れ
て

き
た
「
正
応
五
年
惣
回
数
注
文
」
に
は
ど
こ
に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
史
料
⑦
の
佐
嘉
御
領
内
の
名
に
注
目
す
る
と
相
論
の
当
事
者

で
あ
る
小
地
頭
の
高
木
南
二
郎
季
家
の
末
吉
名
以
下
諸
納
名
・
稲
吉
名
・
豊
益
名
・
福
益
名
・
小
恒
松
名
・
貞
清
名
・
国
富
名
・
弥
弘
名
・
冨

吉
名
・
市
丸
名
・
恒
松
名
・
安
松
名
・
下
末
弘
名
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
名
は
、
こ
れ
ま
で
の
二
項
に
わ
た
る
考
察
か
ら
仮
名
を
称
す
る
別
名

肥
前
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
（
森
本
〉

一
二
九



盟
別
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
（
森
本
）

一三
O

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
「
正
応
五
年
惣
回
数
注
文
」
に
お
い
て
は
「
公
回
分
」
と
し
て
記
載
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
か

ろ
う
。
史
料
①
や
文
永
三
年
六
月
日
肥
前
国
検
注
帳
黙
の
各
郷
内
の
名
々
と
佐
嘉
御
領
内
の
名
ミ
と
は
お
そ
ら
く
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。
史
料
⑦
の
「
当
御
領
内
小
地
頭
あ
ま
d
候
」
と
い
う
意
味
は
、
以
上
の
よ
う
な
多
く
の
別
名
か
ら
な
る
佐
嘉
御
領
の
実
態
を
物

語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
佐
嘉
御
領
と
は
表
附
が
示
唆
す
る
よ
う
に
肥
前
国
衝
の
存
在
す
る
佐
嘉
郡
を
中
心
に
そ
の

周
辺
に
広
が
る
荘
園
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
佐
嘉
御
領
の
名
に
つ
い
て
「
給
回
、
免
田
、
筆
失
田
等
、
随
名
と
有
之
」
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
同
一
別
名
で
あ
っ
て
も
給
田
・
免
田
な
ど
を
全
く
含
ま
な
い
名
も
同
時
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、

弥
太
郎
丸
名
公
凶

見
作
田
二
丁
六
反
四
l

損
回
一
丁
一
反
四

t

＠ ＠ 

得
田
一
丁
五
反

弥
太
郎
丸

見
作
田
二
丁
四
反
一

l

損
田
五
反
四
l

得
田
一
丁
八
反
ニ
ー

除

己
ー郡
図
師
算
失
田E

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
名
の
存
在
に
つ
い
て
＠
は
律
令
制
下
の
公
団
で
あ
り
、
＠
は
本
来
の
公
固
と
は
別
個
に
本
稿
で
考
察
し
て
き
た
別
名
と

し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。



さ
て
給
田
に
は
、
文
永
三
年
肥
前
国
検
注
帳
案
の
名
と
の
中
に
書
生
公
癖
田
・
介
兼
政
公
癖
給
田
・
介
国
高
公
癖
給
田
・
庁
所
司
時
国
公
癖

給
固
な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
給
田
を
含
む
名
は
、
在
庁
官
人
が
別
名
形
成
の
主
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
し
め
る
。
つ
い
で
免
田
に

は
河
上
神
社
を
は
じ
め
と
し
て
宮
崎
宮
・
長
勝
寺
・
惣
社
・
宇
佐
香
春
社
・
観
世
音
寺
・
安
楽
寺
・
熊
野
若
宮
・
金
立
宮
・
西
明
寺
・
東
光
寺

西
蓮
寺
・
不
動
寺
の
免
田
が
あ
っ
た
o

な
か
で
も
注
目
す
べ
き
は
河
上
社
免
田
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
河
上
社
免
田
は
恥
叫
ん
一
回
～
一

2
三
一
久
V

年
正
月
廿
二
日
河
上
官
仏
神
事
等
課
役
料
免
給
主
等
注
文
案
＠
文
保
二
年
二
月
十
日
河
上
官
免
田
坪
々
領
主
交
名
注
文
案
。
年
未
詳
河
上
社
免

田
国
司
初
任
弁
重
任
勘
料
支
配
文
書
案
に
よ
っ
て
全
貌
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。
＠
＠
θ
に
よ
る
と
河
上
社
免
田
の
存
在
す
る
名
が
、
史
料

①
や
文
永
三
年
肥
前
国
検
注
帳
挺
及
び
史
料
⑦
の
佐
嘉
御
領
内
の
名
に
大
部
分
が
見
ら
れ
る
。
工
藤
敬
一
氏
に
よ
る
と
、
河
上
社
免
田
は
鎌
倉

中
期
の
段
階
で
三
百
余
丁
の
浮
免
か
ら
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
文
応
元
年
十
月
河
上
宮
免
田
寄
進
年
紀
次
第
注
文
に
こ
れ
ら
の
免
田
が
記
載
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
周
辺
一
帯
に
成
立
し
て
い
た
別
名
か
ら
立
用
さ
れ
た
免
田
を
国
司
の
任
ご
と
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
氏
の
指
摘

と
河
上
社
免
田
を
含
む
別
名
か
ら
な
る
佐
嘉
御
領
の
多
く
の
別
名
領
主
U
小
地
頭
を
考
え
合
わ
す
と
き
、
別
名
領
主
に
と
っ
て
河
上
社
が
ど
の

よ
う
な
歴
史
的
意
義
を
持
っ
て
い
た
か
を
問
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
は
、
佐
嘉
御
領
の
小
地
頭
に
つ
い
て
こ
の
点
を
み
て
み
た

し、。
平
安
末
期
の
肥
前
国
に
お
け
る
在
地
土
豪
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
で
は
な
く
、
平
治
の
乱
頃
の
日
向
通
良
の
乱
が
注
目
さ
れ
る
程
度

（

一

O
七
六
〉

で
あ
る
。
し
か
し
先
述
の
よ
う
に
別
名
か
ら
立
用
さ
れ
た
河
上
宮
の
免
田
寄
進
が
承
保
三
年
以
降
年
々
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
史
料
⑥
の

ご
と
き
河
上
宮
の
神
事
勤
仕
が
応
保
二
年
に
は
す
で
に
先
例
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
十
一
世
紀
以
降
に
は
国
衡
を
中
心
に
多
く
の

別
名
領
主
が
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
多
く
の
別
名
左
基
盤
と
す
る
在
地
領
主
が

「
侍
身
分
」
を
獲
得
し
て
く
る
の

【

H》

は
、
史
料
⑥
の
よ
う
な
一
宮
河
上
社
の
軍
事
的
デ
モ
シ
ス
ト
レ

l
シ
ョ
シ
と
し
て
の
流
鏑
馬
に
結
集
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
成
立

し
た
在
地
武
士
は
、
や
が
て
源
平
争
乱
を
む
か
え
る
。
内
乱
期
に
お
い
て
、
高
木
氏
・
龍
造
寺
氏
は
多
く
の
平
家
方
武
士
に
対
し
て
源
氏
方
と

し
て
臨
ん
だ
。肥

前
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
（
森
本
）

一一一一一



肥
前
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
（
森
本
）

円
一

τ八六
）

鎌
倉
幕
府
の
成
立
に
よ
っ
て
、
高
木
氏
は
文
治
二
年
八
月
四
日
に
深
溝
北
郷
内
の
住
城
甘
南
備
峯
の
地
頭
職
に
補
任
さ
れ
、
同
年
八
月
九
日

【脂》

に
は
高
木
南
二
郎
季
家
（
龍
造
寺
氏
祖
）
が
小
津
東
郷
内
龍
造
寺
村
の
地
頭
職
に
補
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
他
の
多
く
の
別

名
領
主
も
そ
れ
ぞ
れ
地
頭
職
に
補
任
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

最
後
に
、
佐
嘉
御
領
の
小
地
頭
の
な
か
で
そ
の
実
態
の
比
較
的
明
ら
か
な
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
、
本
項
を
終
る
こ
と
に
し
た
い
。

＠
豊
益
安
徳
二
郎
大
夫
政
定

安
徳
二
郎
大
夫
政
定
は
、
河
上
別
所
河
上
山
の
大
檀
那
西
仁
H

政
貞
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
子
息
に
は
、
左
兵
衛
尉
源
朝
臣
政

《顕》

尚
、
左
馬
允
政
家
、
右
馬
允
政
康
、
河
上
官
講
衆
大
法
師
で
あ
っ
た
隆
憲
、
兵
衛
太
郎
政
隆
が
い
た
。
南
北
朝
期
に
は
、
安
徳
氏
は
河
上
社
の

【

M
V

門

貞

》

門

閣

岨

》

盛
主
職
を
相
承
す
る
に
い
た
っ
た
。
豊
益
名
以
外
に
、
安
徳
二
郎
大
夫
政
定
よ
り
四
男
隆
憲
が
、
河
上
社
免
田
・
北
久
布
志
良
村
内
小
得
元
園

大
万
固
と
と
も
に
譲
り
受
け
た
三
根
西
郷
内
正
義
名
旬
、
寛
元
四
年
三
月
十
三
日
に
安
徳
三
郎
右
馬
允
政
康
が
、
所
職
と
と
も
に
私
領
三
分
－

《姐》

を
没
収
さ
れ
た
三
根
西
郷
内
万
延
名
な
ど
も
安
徳
氏
に
よ
っ
て
別
名
と
し
て
形
成
さ
れ
佐
嘉
御
領
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
も
の
主
恩
わ
れ
る
。

一一ー一一一

＠
安
松
於
保
二
郎
宗
益

於
保
氏
は
、
肥
前
固
執
行
職
を
保
持
す
る
小
地
頭
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
石
井
進
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ

二
二
九
二
》

て
い
る
よ
う
に
、
正
応
五
年
七
月
五
日
鎮
西
談
義
所
奉
行
武
藤
盛
経
・
宇
都
宮
尊
覚
連
署
の
於
保
氏
あ
て
の
証
状
に
よ
る
と
、
文
治
年
中
に
当

こ
二
九
O
V

国
執
行
は
幕
府
か
ら
の
安
堵
を
う
け
御
家
人
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
正
応
三
年
に
は
「
肥
前
国
領
郷
之
所
課
宇
佐
官
用
途
事
、
各
々

之
次
第
尋
明
、
帯
年
々
目
録
、
廿
三
日
以
前
可
被
上
府
候
」
と
い
う
命
を
う
け
、
あ
る
い
は
本
稿
で
再
三
引
用
し
て
き
た
文
永
三
年
肥
前
国
検

注
帳
案
を
か
起
一
一
一
軒
に
い
た
る
ま
で
保
存
す
る
と
い
う
活
動
を
行
な
っ
て
い
問
。

肥
前
圏
在
庁
職
と
し
て
の
執
行
職
の
具
体
的
な
内
容
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
さ
き
の
「
肥
前
国
領
郷
」
は
前
掲
表
闘
の
郷
日
公
国
分
を
意

【即日

昧
し
、
文
永
三
年
肥
前
国
検
注
帳
案
も
多
く
の
別
名
に
つ
い
て
郷
ご
と
に
記
載
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
別
名
と
そ
こ
に
賦
課
さ
れ
る

2
二

人

玄

》

門

種

宗

V

宇
佐
官
用
途
の
所
課
な
ど
国
役
に
関
す
る
こ
と
が
執
行
職
の
主
な
内
容
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
弘
安
八
年
に
於
保
四
郎
入
道
法
心



が
、
河
上
宮
五
八
月
会
流
鏑
馬
に
つ
い
て
訴
状
を
提
出
し
た
の
に
対
し
て
、
当
時
の
守
護
北
条
時
定
が
、
高
木
・
平
野
・
砥
田
・
於
保
（
三
郎
）

《

8

2

＝一O
O｝

の
諸
氏
へ
勤
仕
す
る
よ
う
書
下
を
発
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
正
安
二
年
に
は
、
於
保
四
郎
入
道
代
宗
秀
が
宇
佐
遷
宮
随
兵
役
に
つ
い
て
高
木
・

《盟匂

於
保
（
右
衛
門
太
郎
）
・
平
野
・
笠
寺
の
諸
氏
に
相
触
れ
て
請
文
を
提
出
さ
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
於
保
氏
の
執
行
職
と
し
て
理
解
す
べ
き
で

六

》

内

回

日

あ
ろ
う
。
文
永
三
年
六
月
日
肥
前
国
検
注
帳
案
の
安
松
名
に
は
、
於
保
氏
の
執
行
職
に
た
い
す
る
執
行
給
田
七
丁
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

下
末
弘
高
木
大
夫
宗
忠

高
木
大
夫
宗
忠
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
拙
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
肥
前
国
に
お
け
る
高
木
氏
は
、
他
の
給
主
の
二

t
三
倍
の
河
上
社
免
田
を

領
掌
し
南
北
朝
初
期
ま
で
同
社
の
大
宮
司
で
あ
っ
た
。
高
木
氏
が
給
主
と
な
っ
て
い
た
免
田
の
千
員
名
・
小
千
員
名
も
下
末
弘
名
と
と
も
に
別

、
号
室
出

v

名
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
高
木
家
朝
｜
家
明

l
勝
丸
へ
と
相
伝
さ
れ
て
い
た
「
高
木
内
中
津
留
村
末
名
」
も
前
項
の
観
点

か
ら
高
木
氏
の
別
名
と
し
て
形
成
さ
れ
佐
嘉
御
領
へ
寄
進
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
佐
嘉
御
領
の
小
地
頭
の
安
徳
氏
・
於
保
氏
・
高
木
氏
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
別
名
領
主
（
小
地
頭
）
は
、
肥
前
国
に

お
け
る
極
め
て
特
色
あ
る
存
在
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
④
⑥
＠
に
代
表
さ
れ
る
在
地
領
主
の
ほ
か
に
河
上
社
免
田
を
彼
ら
の
別
名
に
含
む
多

円四）

く
の
小
地
頭
が
佐
嘉
御
領
に
存
在
し
て
い
た
。
か
く
の
如
き
存
在
形
態
は
、
肥
前
国
に
お
け
る
松
浦
党
と
と
も
に
、
中
世
に
お
け
る
武
士
団
の

性
格
を
考
え
る
上
に
も
重
要
な
歴
史
的
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

① 

（注）

（1
）
龍
造
寺
家
文
書
承
久
三
年
六
月
廿
二
日
北
条
泰
時
禁
制
案
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
三
巻
1
号
の
3
）。

（
2
）
永
原
慶
二
『
日
本
封
建
制
成
立
過
程
の
研
究
』
第
I
部
第
一
荘
園
制
の
歴
史
的
位
置
。

（
S
）
龍
造
寺
家
文
書
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
三
巻
1
号
の
4
1

（4
）
龍
造
寺
家
文
書
ハ
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
三
巻
1
号
の
5
1
と
れ
に
よ
る
と
蓮
沼
三
郎
忠
園
以
前
の
惣
地
頭
は
伊
豆
民
部
入
道
、
掃
部
頭

入
道
、
神
圧
司
、
堀
藤
二
、
天
野
左
衛
門
尉
、
右
衛
門
大
夫
、
中
村
五
郎
で
あ
っ
た
。

肥
前
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
（
森
本
）

一
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肥
前
国
佐
嘉
御
領
と
別
名
（
森
本
）

二
二
四

（

お

）

（

間

）

（げ）

（

泊

）

（叩）
（却）

（幻）
（
5
）
飽
造
寺
家
文
書
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
三
巻
加
号
及
び
同
断
簡
制
号
）
。

（
6
）
注
（
5
）
に
同
じ
。

（7
）
注
（
5
〉
に
同
じ
。

（8
）

mw＠
は
河
上
神
社
文
書
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
一
巻
1
号
の
U
－

U
て
の
は
実
相
院
文
書
ハ
同
書
日
号
〉
。

（
9
）
注
（
5
）
に
同
じ
。

（
叩
）
同
氏
『
九
州
圧
園
の
研
究
』
第
一
章
第
二
、
一
宮
社
領
免
田
の
支
配
構
造
｜
肥
前
国
河
上
社
領
に
つ
い
て

l
。

（
日
）
『
源
平
盛
衰
記
』
の
「
日
向
太
郎
通
良
懸
首
事
」
に
よ
る
と
、
日
向
通
良
が
平
治
元
年
の
と
ろ
朝
威
を
傾
け
ん
と
す
る
聞
え
あ
っ
て
平
家
貞
を
大
宰
府

に
下
向
さ
せ
、
永
暦
元
年
四
月
に
討
ち
取
っ
て
い
る
。
通
良
以
下
の
党
類
三
百
三
十
五
人
で
あ
っ
た
。
『
百
練
抄
』
に
よ
る
と
「
永
磨
元
年
五
月
十
五
日

鎮
西
賊
主
通
良
等
従
類
七
人
首
、
伝
京
師
、
上
皇
於
御
桟
敷
御
見
物
」
と
あ
る
。
ま
た
日
向
通
良
は
、
肥
前
国
大
町
宮
の
執
印
職
を
所
持
し
て
い
た
（
『
平

na 

安
遺
文
』
必
号
仁
安
二
年
四
月
日
藤
原
太
子
解
）
。

。a

（
ロ
）
河
上
神
社
文
書
文
応
元
年
十
月
白
河
上
宮
免
田
寄
進
年
紀
次
第
注
文
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
一
巻
沼
号
）
。

（
臼
）
河
上
神
社
文
書
応
保
二
年
三
月
廿
三
日
肥
前
国
司
庁
宣
案
（
『
佐
賀
県
申
命
刊
集
成
』
古
文
書
編
第
一
巻
1
号
の
9
1

（
日
比
）
河
音
能
平
『
中
世
封
建
制
成
立
史
論
』
第
五
章
若
狭
国
鎮
守
一
二
宮
縁
起
の
成
立
に
お
い
て
、
十
一
世
紀
末
、
十
二
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
各
国
一
宮

の
神
事
が
山
国
街
に
結
集
し
た
在
地
領
土
エ
H
武
士
層
（
侍
身
分
）
の
軍
事
的
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
流
鏑
馬
、
競
馬
等
々
と
凶
開
発
領
主
的

勧
由
民
を
象
徴
す
る
村
田
楽
、
村
細
男
等
々
の
二
つ
よ
り
な
り
た
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
十
二
世
紀
の
肥
前
国
一
宮
河
上
社
に
お
け
る
神

事
が
国
内
の
名
互
に
賦
課
さ
れ
て
い
る
事
実
を
注
意
し
、
別
名
領
主
H
公
文
級
在
地
領
主
層
を
も
ふ
く
め
た
在
地
領
主
層
の
国
街
へ
の
軍
事
的
結
集
が
侍

身
分
を
創
出
し
た
乙
と
を
示
唆
し
て
い
る
、
と
い
う
極
め
て
重
要
な
見
解
を
出
さ
れ
た
。

以
よ
の
高
木
氏
、
興
事
守
氏
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
肥
前
高
木
氏
に
つ
い
て
」
（
『
九
州
史
学
』
必
号
）
の
な
か
で
述
べ
た
。

工
藤
敬
一
氏
前
掲
注
（
叩
）
著
書
。

河
上
神
社
文
書
天
福
元
年
十
一
月
十
八
日
肥
前
国
守
護
所
下
文
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
一
巻
却
号
）
。

『
吾
妻
鏡
』
寛
元
四
年
三
月
十
三
日
条
。

石
井
進
『
日
本
中
世
国
家
史
の
研
究
』

I
鎌
倉
幕
府
と
国
街
と
の
関
係
の
研
究
第
五
章
幕
府
と
国
街
在
庁
の
個
人
的
関
係
。

本
稿
第
二
項
別
名
の
存
在
形
態
の
注
（
6
Y

『
歴
代
鎮
西
志
八
』
弘
安
八
年
四
月
廿
三
日
肥
前
国
守
護
北
条
時
定
書
下
。



ハ
盟
）
多
久
家
文
書
正
安
二
年
八
月
廿
五
日
高
木
家
定
請
文
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
十
巻
町
一
号
〉
。

ハ
却
）
前
掲
注
ハ
5
Y

ハ
川
崎
）
前
掲
注
（
お
〉
。

〈
恨
む
高
城
寺
文
書
宝
治
元
年
十
一
月
五
日
大
宰
府
守
護
所
下
文
案
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
二
巻
4
号
の
2
1

（
お
）
広
範
に
成
立
し
て
き
た
別
名
が
寄
進
地
系
荘
園
佐
嘉
御
領
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
乙
の
点
か
ら
す
る
と
史
料
⑦
の
小
地
頭
得
分
「
於
回
畠
在
家
等

者
、
小
地
頭
所
進
退
領
掌
」
は
、
坂
本
賞
三
氏
が
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
第
二
編
第
三
章
郡
郷
制
の
改
編
と
別
名
制
の
創
設
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た

別
名
に
対
す
る
雑
公
事
免
除
が
継
承
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
し
た
い
。

（
mC
史
料
⑦
の
小
地
頭
に
つ
い
て
断
片
的
で
あ
る
が
、
若
干
補
足
し
て
お
と
う
。

諸
納
名
小
地
頭
の
善
光
房
玄
秀
は
、
需
要
喜
納
名
相
伝
次
第
」
（
怠
帯
創
設
群
）
の
最
初
の
「
僧
厳
秀
」
と
同
一
人
で
あ
ろ
う
。
貞
雪

小
地
理
河
太
郎
事
の
一
族
に
は
「
岸
河
次
郎
農
き
が
い
た
（
話
器
箆
一
昨
担
割
軒
詰
寄
状
）
圏
雲
小
地
頭
機
大
葉

集
持
の
一
族
で
は
「
機
大
路
次
郎
入
道
西
迎
」
（
塑
霞
長
一
信
監
詞
紅
配
当
訴
鞠
）
や
字
佐
社
領
大
豆
津
別
符
の
下
司
職
を
所
持
し
て

い
た
「
横
大
路
弥
三
郎
種
経
」
が
み
え
る
へ
大
川
文
書
正
応
四
年
一
足
十
八
日
関
東
裁
許
状
案
〕
冨
吉
名
小
地
一
政
の
南
郷
入
道
仏
念
は

f

九
州
史
料
叢
書
凶
『
小
鹿
嶋
文
書
・
大
川
文
書
・
斑
鳩
文
書
』
日
号
。
」

「
南
郷
入
道
仏
念
房
良
弁
」
で
あ
っ
た
（
4
批
醐
尉
蚊
惜
漏
出

d
一
旭
町
斜
制

4
祖
師
一
切
喰
、
）
市
丸
名
小
地
頭
大
蔵
氏
の
一
族
と
考
え
ら
れ
る
「
大
蔵
種

任
」
は
、
河
上
別
所
河
上
山
の
開
発
領
主
で
あ
っ
こ
へ
河
上
神
社
文
書
天
福
二
年
八
月
五
日
比
丘
尼
清
浄
等
連
署
仏
）
。

T
戸
地
寄
進
状
、
『
佐
賀
県
史
料
集
成
』
古
文
書
編
第
一
巻
幻
号
、

お

わ

り

以
上
の
ご
と
く
三
項
に
わ
た
っ
て
さ
さ
や
か
な
考
察
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
第
一
項
中
世
的
郡
郷
制
l
肥
前
国
の
場
合
ー
で
は
、
肥
前
国

の
公
団
で
あ
る
十
六
郷
と
五
保
が
佐
嘉
郡
を
中
心
に
存
在
し
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
い
で
第
二
項
別
名
の
存
在
形
態
で
は
、
十
六
郷

と
五
保
が
仮
名
を
称
す
る
多
く
の
別
名
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
第
三
項
佐
嘉
御
領
に
つ
い
て

l
別
名
と
の
関
連
に
お

佐
嘉
御
領
の
多
く
の
名
と
小
地
頭
に
つ
い
て
別
名
と
別
名
領
主
の
視
点
か
ら
考
察
し
、
そ
れ
ら
が
注
目
す
べ
き
存
在
形
態
で
あ

い
て
ー
で
は
、

る
こ
と
を
述
べ
た
。

一
三
五
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い
ま
、
こ
の
貧
し
い
習
作
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
何
ら
か
の
「
発
見
」
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
思
い
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。
ま
た

史
料
や
先
論
の
理
解
に
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
御
叱
正
を
お
願
い
し
た
い
。

な
お
、
末
筆
な
が
ら
、
本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
お
世
話
い
た
だ
い
た
川
添
昭
二
氏
に
深
く
謝
意
を
表
し
た
い
。


